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１１月１８日（土）、１１月１９日（日）の午前９時か

ら午後３時に、いびがわ産業フェスティバルが開催され

ます！ 

今年は、工業部会と女性部が出店します。皆様のご参加

を心よりお待ちしております。秋の一大イベントを一緒

に楽しみましょう！ 

なお、当日は大変混雑が予想されますので、乗り合わせ

てご来場いただくようお願いします。 

出店内容は以下の通りです。 

～会場～ 

ＪＡいびがわ本店前の駐車場 

～出店内容～ 

・バッテリーカー乗車体験 

（雨天中止・８歳以下は保護者同伴） 

工業部会では、バッテリーカーの乗車体験を行います。 

バッテリーカーは無料で乗ることができますので、ぜ

ひ子供さんと一緒にいらっしゃってください。 

 ・バザー 

商工会ブースでは、女性部も含め揖斐川町商工会員の

１４事業所が出店します。 

女性部は、焼きそばとお茶の販売をします。 

女性部出店の様子 

バッテリーカー① 

バッテリーカー② 

商工会だより

いびがわ産業フェスティバル 
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四町商工会工業部会（神戸町商工会・池田町商工会・大野町商工会・揖斐川町商工会）

では、令和５年１０月１７日（火）に、当商工会が幹事となり、杉山副会長が代表を務め

られております（株）杉山家具製作所にて視察研修を行いました。 

今年は、四町で１８人の参加者が募り、生産管理方法から産業廃棄物の処理方法まで幅

広く会話や質問が交わされ、町の垣根を超えた繋がりを深めることができ、充実した研修

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上回収・取引契約、消費者からのクレームをはじめ、労働者・労働契約、賃金・労働時

間、事業承継・相続などさまざまな法律問題に対して、お困り事はありませんか。 

商工会では、弁護士と直接相談できる無料法律相談会を開設しています。 

 

１１月の開設日              １２月の開設日 

  １４日（火）ＯＫＢふれあい会館       ５日（火）ＯＫＢふれあい会館 

                       １９日（火）ＯＫＢふれあい会館  
 

◇本事業は、解決策をアドバイスするものであって、弁護士がご相談内容に関する書類 

作成等を行うものではありません。 

◇事前に商工会までお申込み（ご予約）をお願いいたします。 

 

 

工業部会 

経営 
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商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓の取り組みを行う

小規模事業者の皆様に対し費用の２／３を補助します。 

 

受 付 

締め切り 
第１４回 ２０２３年１２月５日（火） 

※事業支援計画書(様式４)発行締切 

補 助 

対 象 者 

商工会地区で事業を営む小規模事業者 
※小規模事業者とは 

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）  常時使用する従業者の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業      常時使用する従業者の数 ２０人以下 

製造業その他               常時使用する従業者の数 ２０人以下 

補助対象 

事 業 

・策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取

組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生

産性向上）のための取組であること。 

・商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。 

補助率等 

［通常枠］ ５０万円  ［賃金引上げ枠］２００万円 

［卒業枠］２００万円  ［後継者支援枠］２００万円  ［創業枠］２００万円   

※インボイス特例対象事業者は、上記金額に ５０ 万円の上乗せ 

＊通常枠以外は追加申請要件があります。 

＊補助率：補助対象経費の２／３（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３／４） 

補助対象 

経 費 

① 機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費※、④展示会等出展費 

（オンラインによる展示会・商談会等を含む）、⑤旅費、⑥新商品開発費、 

⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費 
※ウェブサイト関連費のみによる申請は不可。また、補助金交付申請額の１／４が、当経費の申請額の

上限です。 

 

補助対象となり得る取組事例のイメージ  

・新商品を陳列するための棚の購入 

・新たな販促用チラシの作成、送付 

・商品販売のためのウェブサイト作成や更新 

※ＷＥＢ関連のみでの申請は不可、補助金の確定

時に認められる補助金総額の 1/4が上限  

・国内外の展示会・見本市・商談会への参加費用 

・展示会参加のために必要な旅費 

・新商品の開発 

・事業遂行にあたり必要な外注費等 

 

ご相談は商工会まで 

 ◇申請に際しては、商工会の確認が必要となります。 

 ◇確認書類等の発行には一定の日数がかかりますので、余裕を持ってお越しください。 

 ◇なお、公募要領および申請様式等に関しては、以下のアドレスをご覧ください。 

   https://www.gifushoko.or.jp/jizokukar5/ 

 

経営 
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福祉共済のご相談は商工会へお願いします。 

共済 


